
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          （平 成 ２２年 １０月 ２８日 までは、時 間 額 ６８１円 です。） 

【長野県最低賃金改正のお知らせ】 
長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用して

いるすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」が改正されました。  

また、対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金で、

臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは、含ま

れません。  

なお、長野県最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、最低賃金法

第４条違反として、処罰（５０万円以下の罰金）されることがあります。  

    詳細は、最低賃金制度 で検索 できます。 

 

 

 

 

 

長野労働局 ・ 各労働基準監督署  

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm





